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(注)

(１)　本書中「当社」とあるのは、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクおよびその連結子会

社を指すものとする。

(２)　別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ドル」はアメリカ合衆国ドルを指すものとする。本

書において便宜上記載されている日本円への換算は、１ドル=112.84円の換算率（平成30年１月５日

現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値）により換算されている。
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１　【提出理由】

当社は、当社連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

が発生したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２

項第19号に基づき、本臨時報告書を提出いたします。

 

２　【報告内容】

(1)　　当該事象の発生年月日

 

2017年12月22日

 

(2)　　当該事象の内容

 

2017年12月22日、米国において減税および雇用法（原文：Tax Cuts and Jobs Act）（「本税法」）

が制定されました。本税法は、とりわけ法人税率の引き下げ、源泉地国課税の実施、および国外子会

社のみなしレパトリエーション所得へのレパトリエーション税の課税により、米国の法人税を大幅に

改正するものです。

 

当社は、現在入手可能な情報に基づき、本税法の制定により、当社連結会社の2017年12月終了四半期

および2017年12月終了事業年度の利益が約50億ドル（5,642億円）減少するものと見込んでいます。

この減少額のうち、約３分の２がレパトリエーション税によるものであり、残りは源泉地国課税の実

施の影響と引き下げられた法人税率での米国繰延税金資産の再測定によるものを含みます。

 

本税法の影響は、とりわけ当社の解釈および前提の変更、発行される可能性のある指針、ならびに本

税法制定の結果当社が講じ得る措置により、上記の予測とは（場合により大幅に）異なるものになる

可能性があります。

 

(3)　　当該事象の連結損益に与える影響額

 

上記(2)に記載のとおり、2017年12月終了四半期および2017年12月終了事業年度の収益が約50億ドル

（5,642億円）減少することが見込まれています。
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